
 

 

全住済総発第２１号 

平成２２年１１月２５日 

 
会 員 各 位 

 
社団法人全国公営住宅火災共済機構 

理事長 河 崎 広 二 

 

火災共済掛金率の改定について 

 

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

当機構の業務につきましては、日頃からご指導とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、平成２２年１１月２４日の臨時理事会におきまして、社団法人全国公営住宅火

災共済機構住宅火災共済事業実施規程が別紙のとおり改正され、平成 23 年 4 月 1 日か

らの共済委託契約に係る火災共済掛金率が引き下げられることとなりましたのでご通知

申し上げます。 



別 紙 

 

社団法人全国公営住宅火災共済機構住宅火災共済事業実施規程の改正  
について 

 

 

下記の新旧対照表のとおり社団法人全国公営住宅火災共済機構住宅火災共済

事業実施規程を改正する。 

 

新 旧 

 

別表（第 9 条関係） 

火災共済掛金率表 

構 造 
掛金率（共済委託契約額

1,000 円当たり年額） 

1 級構造 11 銭 

2 級構造 20 銭 

3 級構造 29 銭 

注）表中 1 級構造とは、建築基準法による耐火構造

のものをいい、2 級構造とは、建築基準法による準耐

火構造及び平成 5 年 6 月 25 日改正前の同法による簡

易耐火構造をいい、並びに 3 級構造とは、1 級構造及

び２級構造に該当しないものをいう。 

 

附則 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

別表（第 9 条関係） 

火災共済掛金率表 

構 造 
掛金率（共済委託契約額

1,000 円当たり年額） 

1 級構造 12 銭 

2 級構造 21 銭 

3 級構造 30 銭 

注）表中 1 級構造とは、建築基準法による耐火構造

のものをいい、2 級構造とは、建築基準法による準耐

火構造及び平成 5 年 6 月 25 日改正前の同法による簡

易耐火構造をいい、並びに 3 級構造とは、1 級構造及

び２級構造に該当しないものをいう。 

 

 

 




